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議第６１号 

中津川市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作

成の公営に関する条例の一部改正について 

中津川市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の

公営に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 公職選挙法施行令の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作

成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

中津川市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の

公営に関する条例（平成６年中津川市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「５１０円４８銭」を「５２５円６銭」に、「３０１，８７５

円」を「３１０，５００円」に改める。 

第４条第１項第２号ア中「１５，３００円」を「１５，８００円」に改め、同号

イ中「７，３５０円」を「７，５６０円」に、「第１号」を「前号」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の中津川市の議会の議員及び長の選挙における自動車の

使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日

の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 

-6-



議第６２号 

中津川市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の

制定について 

中津川市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例を次の

ように制定するものとする。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 公職選挙法に基づき、中津川市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発

行に関し必要な事項を定めるため、この条例を定めようとする。 
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中津川市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第１７２条の２の規定に基づき、中津川市の議会の議員及び長の選挙（選

挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。）における選挙公報の発行につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（選挙公報の発行） 

第２条 中津川市選挙管理委員会（以下「委員会」という。）は、前条に規定する

選挙において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙

ごとに１回発行しなければならない。 

（掲載の申請） 

第３条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとすると

きは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する日時までに文書で申請し

なければならない。ただし、写真の掲載を希望しないときは、写真の添付を要し

ないものとする。 

２ 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若し

くは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等

いやしくも選挙公報としての品位を損なうような記載をしてはならない。 

（選挙公報の発行手続） 

第４条 委員会は、前条第１項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公

報に掲載しなければならない。 

２ 一つの用紙に２人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合に

おいては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。 

３ 前条第１項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うこと

ができる。 

（選挙公報の配布） 

第５条 委員会は、選挙公報を、当該選挙の期日前２日までに、配布するものとす

る。 

２ 委員会は、前項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ず
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る方法による配布を行う。この場合において、委員会は、中津川市役所その他適

当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置

を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努め

なければならない。 

（選挙公報の発行の中止） 

第６条 委員会は、法第１００条第４項の規定に該当し、投票を行うことを必要と

しなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情

があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適

用する。 
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議第６３号 

中津川市職員の給与に関する条例の一部改正について 

中津川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 労働基準法に準拠し、夜間勤務を行う管理職を夜間勤務手当の支給対象とするた

め、この条例を定めようとする。 
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中津川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

中津川市職員の給与に関する条例（昭和３２年中津川市条例第２１号）の一部を

次のように改正する。 

第２１条の２第１項中「規定は」の次に「、市の規則で定める場合を除き」を加

える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 
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議第６４号 

中津川市税条例等の一部改正について 

中津川市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 地方税法等の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市税条例等の一部を改正する条例 

第１条 中津川市税条例（昭和２６年中津川市条例第１１号）の一部を次のように改

正する。 

第１３条中「第３２条の７第３項」を「第３２条の７第５項」に、「第３３条」

を「第３３条第１項及び第４項」に、「第５４条第２項」を「第５３条第２項」に

、「及び第８３条第２項」を「、第８３条第２項、第１２６条第２項並びに第１２

７条第２項」に改める。 

第１６条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第３項中「この節」の

次に「（第３２条の７第１０項から第１２項までを除く。）」を加える。 

第１７条第１項中「によって」を「により」に改め、同項第２号中「１２５万円

」を「１３５万円」に改め、同条第２項中「得た金額」の次に「に１０万円を加算

した金額」を加える。 

第２４条第２項中「当該」を「同表の」に改める。 

第２６条の３中「医療控除額」を「医療費控除額」に改め、「扶養控除額を、」

の次に「前年の合計所得金額が２，５００万円以下である」を加える。 

第２６条の７中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が２，５００万

円以下である所得割の納税義務者」に改め、同条第１号ア及び第２号ア中「におい

ては」を「には」に改める。 

第２８条の２第１項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「によ

って」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「（所得税法第２条第１

項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）」を加え、同

条第２項中「によって」を「により」に改め、同条第４項中「によって」を「によ

り」に、「においては」を「には」に改め、同条第５項中「によって」を「により

」に、「においては」を「には」に、「、第１項」を「、同項」に改め、同条第６

項中「の者」を「に掲げる者」に、「によって」を「により」に、「においては」

を「には」に改め、同条第７項から第９項までの規定中「においては」を「には」

に、「の者」を「に掲げる者」に改める。 

第３２条の６第２項中「第３２条の４第４項」を「法第３２１条の６第１項」に

、「は、当該過納又は誤納に係る税額は、法第１７条の規定の例によって当該納税
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者に還付する」を「当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤

納に係る税額は、法第１７条の２の規定によって当該納税者の未納に係る徴収金に

充当する」に改め、同項ただし書を削る。 

第３２条の６の３中「（以下この節」を「（次条第１項」に改める。 

第３２条の６の５第１項中「においては」を「には」に、「以下この節」を「次

条第２項」に改め、同条第３項中「第３２条の６の５第１項」と」の次に「、「の

特別徴収義務者」とあるのは「（同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を

いう。以下同じ。）の特別徴収義務者」と」を加える。 

第３２条の７第１項中「による申告書」の次に「（第１０項及び第１１項におい

て「納税申告書」という。）」を加え、同条第７項中「第３３条第２項」を「第３

３条第４項」に、「について同法第８１条の２４第１項」を「について法人税法第

８１条の２４第１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第６項を同条第８項と

し、同条第５項中「第３項の場合」を「第５項の場合」に改め、同項を同条第７項

とし、同条第４項を同条第６項とし、同条第３項中「第５項第１号」を「第７項第

１号」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「法の施行地に本店若しくは

主たる事務所若しくは事業所を有する法人」を「内国法人」に、「第３２１条の８

第２４項」を「第３２１条の８第２６項」に、「前項」を「第１項」に改め、同項

を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下この条

において「内国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７第４項及び第

１０項又は第６８条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、

法第３２１条の８第２４項及び令第４８条の１２の２に規定するところにより、

控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８

条の９３の３第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条

の８第２５項及び令第４８条の１２の３に規定するところにより、控除すべき額

を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。 

第３２条の７に次の３項を加える。 

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法人は、第１項の

規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告につい
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ては、同項の規定にかかわらず、同条第４２項及び施行規則で定めるところによ

り、納税申告書に記載すべきものとされている事項（次項において「申告書記載

事項」という。）を、法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報

処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構（第１２項において「機構」という。

）を経由して行う方法その他施行規則で定める方法により市長に提供することに

より、行わなければならない。 

１１ 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載さ

れた納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則

の規定を適用する。 

１２ 第１０項の規定により行われた同項の申告は、法第７６２条第１号の機構の

使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられたファイルへの記録が

された時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。 

第３２条の９第４項中「第４８条の１５の５第３項」を「第４８条の１５の５第

４項」に改める。 

第３３条第１項中「によって」を「により」に、「それと」を「これと」に改め

、同条第２項中「によって」を「により」に改め、同項を同条第４項とし、同条第

１項の次に次の２項を加える。 

２ 第３２条の７第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合に

おいて、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項

の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税

又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる

期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の

納付があった日（その日が第３３条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末

日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から第３３条第１

項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

３ 第３２条の９第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。この場合

において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その

他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納

付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税にあっては、
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第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納

付すべき税額の納付があった日（その日が第３３条第１項の法人税額の課税標準

の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）か

ら同条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

第３３条に次の２項を加える。 

５ 第３２条の７第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合に

おいて、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項

の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税

又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる

期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の

納付があった日（その日が第３３条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間

の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から第３３条

第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

６ 第３２条の９第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。この場合

において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その

他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納

付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税にあっては、

第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納

付すべき税額の納付があった日（その日が第３３条第４項の連結法人税額の課税

標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日

）から同条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

第３４条の１１中「第２２８条の１２」を「第３２８条の１２」に改める。 

第７４条を第７４条の２とし、第２章第４節中同条の前に次の１条を加える。 

（製造たばこの区分） 

第７４条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る

製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 

(１) 喫煙用の製造たばこ 

ア 紙巻たばこ 

イ 葉巻たばこ 
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ウ パイプたばこ 

エ 刻みたばこ 

オ 加熱式たばこ 

(２) かみ用の製造たばこ 

(３) かぎ用の製造たばこ 

第７５条の次に次の１条を加える。 

（製造たばことみなす場合） 

第７５条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリン

その他の物品又はこれらの混合物を充填したもの（たばこ事業法第３条第１項に

規定する会社（以下この条において「会社」という。）、加熱式たばこの喫煙用

具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物

を充填したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱

により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの

を会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者

として施行規則第８条の２の２で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがさ

れたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第３項第１号において

「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）は、製造たばことみなして、この節の

規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たば

この区分は、加熱式たばことする。 

第７６条第１項中「第７４条第１項」を「第７４条の２第１項」に改め、「消費

等」の次に「（以下この条及び第８０条において「売渡し等」という。）」を加え

、同条第２項中「前項の製造たばこ」の次に「（加熱式たばこを除く。）」を加え

、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に、「当該右欄」を「同表の右欄」に

改め、同項後段を削り、同項の表第１号ア中「パイプたばこ」を「葉巻たばこ」に

改め、同号イ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め、同条第４項中「前項」

を「前２項」に改め、「関し、」の次に「第４項の」を、「重量」の次に「又は前

項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量」を加え、同項を同条第６項とし

、同項の前に次の１項を加える。 

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換

算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個当た
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りの重量（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。）に当該加熱式たばこの

品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に

換算する方法により行うものとする。 

第７６条第３項中「前項」を「第２項」に改め、「の重量を」の次に「紙巻たば

この」を加え、「場合の」を「場合又は第３項第１号に掲げる方法により同号に規

定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における」に、「第

７４条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等」を「売渡し等」に

、「同欄に掲げる」を「第７４条に掲げる」に、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻

たばこ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により

換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号

に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．２を乗じて計算した紙巻た

ばこの本数及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．２を

乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 

(１) 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の１グラムを

もって紙巻たばこの１本に換算する方法 

(２) 加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則第１６条の２の２で定

めるものに係る部分の重量を除く。）の０．４グラムをもって紙巻たばこの０

．５本に換算する方法 

(３) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻た

ばこの１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成３

０年法律第７号）附則第４８条第１項第１号に定めるたばこ税の税率、一般会

計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法

律（平成１０年法律第１３７号）第８条第１項に規定するたばこ特別税の税率

、法第７４条の５に規定するたばこ税の税率及び法第４６８条に規定するたば

こ税の税率をそれぞれ１，０００で除して得た金額の合計額を１００分の６０

で除して計算した金額をいう。第８項において同じ。）をもって紙巻たばこの

０．５本に換算する方法 

ア 売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第３３条第１項又は第２項

の認可を受けた小売定価をいう。）が定められている加熱式たばこ 当該小
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売定価に相当する金額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定によ

り課されるべき消費税に相当する金額及び法第２章第３節の規定により課

されるべき地方消費税に相当する金額を除く。） 

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和５９年法律第７２

号）第１０条第３項第２号ロ及び第４項の規定の例により算定した金額 

第７６条に次の４項を加える。 

７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金

額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式た

ばこの品目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこ

の品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に

換算する方法により行うものとする。 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第３号アに

定める金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭未満の端数があ

る場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数

を乗じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数

を切り捨てるものとする。 

１０ 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行

規則で定めるところによる。 

第７７条中「５，２６２円」を「５，６９２円」に改める。 

第７８条第３項中「第７４条」を「第７４条の２」に改める。 

第８０条第１項中「第７４条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消

費等」を「売渡し等」に改める。 

第１２３条中「について第５８６条第１項」を「について法第５８６条第１項」

に改める。 

第１３８条第２項中「又は第３３項」を「、第３３項又は第３４項」に改める。 

附則第４条の２第１項中「第３２条の７第３項」を「第３２条の７第５項」に改

め、「第３４条の１２第２項」の次に「、第５３条第２項」を加え、同条第２項中

「第３３条」を「第３３条第１項及び第４項」に、「同条」を「これら」に改める。 

附則第４条の３第１項中「日本銀行法」の次に「（平成９年法律第８９号）」を
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加え、「第３３条に」を「第３３条第１項及び第４項に」に、「同項」を「前条第

２項」に、「については」を「にあっては」に、「同条」を「これらの規定」に改

める。 

附則第４条の４第１項中「得た金額」の次に「に１０万円を加算した金額」を加

え、「かかわらず、市民税の」を「かかわらず、」に改める。 

附則第９条の２第１項中「３分の１」を「２分の１」に改め、同条第３項を削り

、同条第４項中「附則第１５条第２項第７号」を「附則第１５条第２項第６号」に

改め、同項を同条第３項とし、同条中第５項を第４項とし、同条第１５項中「附則

第１５条の８第４項」を「附則第１５条の８第２項」に改め、同項を同条第１９項

とし、同条中第１４項を第１８項とし、第１０項から第１３項までを４項ずつ繰り

下げ、同条第９項中「附則第１５条第３２項第２号ハ」を「附則第１５条第３２項

第３号ハ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第８項中「附則第１５条第３２

項第２号ロ」を「附則第１５条第３２項第３号ロ」に改め、同項を同条第１２項と

し、同条第７項中「附則第１５条第３２項第２号イ」を「附則第１５条第３２項第

３号イ」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第６項を同条第５項とし、同項の

次に次の５項を加える。 

６ 法附則第１５条第３２項第１号ハに規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３２項第１号ニに規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３２項第１号ホに規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第３２項第２号イに規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第３２項第２号ロに規定する設備について同号に規定する条

例で定める割合は、４分の３とする。 

附則第９条の３第２項中「附則第７条第２項」を「附則第７条第３項」に改め、

同条第３項中「附則第１５条の８第３項」を「附則第１５条の８第１項」に改め、

同項第２号中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第８項」に改め、同条第

４項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第１５条の８第２項」に改め、「第７

-20-



条第１項の」の次に「規定の」を加え、「附則第１２条第２１項第２号」を「附則

第１２条第１２項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条の８第５項」を

「附則第１５条の８第３項」に改め、同項第２号中「附則第１２条第２２項の規定

により読み替えて適用される同条第１７項」を「附則第１２条第１５項において準

用する同条第８項」に改め、同条第６項中「附則第１２条第２４項」を「附則第１

２条第１７項」に改め、同条第７項第４号中「附則第１２条第２８項」を「附則第

１２条第２１項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２９項」を「附則第１２

条第２２項」に改め、同条第８項第５号中「附則第１２条第３６項」を「附則第１

２条第２９項」に改め、同条第９項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条

第１０項各号」に改め、同条第１０項中「同条第９項」を「法附則第１５条の９第

９項」に、「附則第７条第１２項各号」を「附則第７条第１１項各号」に改め、同

項第５号中「附則第１２条第３８項」を「附則第１２条第２９項」に改め、同条に

次の２項を加える。 

１１ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１３項

に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第１７項に規定する基準

を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(４) 耐震改修が完了した年月日 

(５) 施行規則附則第７条第１３項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐

震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には

、３月以内に提出することができなかった理由 

１２ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定
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の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）

第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に

関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演

の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平

成１８年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同

条第４号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別 

(４) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(５) 利便性等向上改修工事が完了した年月日 

(６) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

附則第１０条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年

度から平成３２年度まで」に改め、同条第６号中「にあっては」を「には、」に改

める。 

附則第１０条の２の見出し中「平成２８年度又は平成２９年度」を「平成３１年

度又は平成３２年度」に改め、同条第１項中「平成２８年度分又は平成２９年度分」

を「平成３１年度分又は平成３２年度分」に改め、同条第２項中「平成２８年度適

用土地」を「平成３１年度適用土地」に、「平成２８年度類似適用土地」を「平成

３１年度類似適用土地」に、「平成２９年度分」を「平成３２年度分」に改める。 

附則第１１条の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」

を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項及び第３項中「平成

２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「

にあっては」を「には」に改め、同条第４項中「平成２７年度から平成２９年度ま

で」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「当該課税標準額」を「前年度
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分の固定資産税の課税標準額」に改め、同条第５項中「平成２７年度から平成２９

年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第１１条の３の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３

０年度から平成３２年度まで」に改め、同条中「（平成２７年法律第２号。以下「

平成２７年法律第２号」という。）附則第９条」を「（平成３０年法律第３号）附

則第２２条」に、「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平

成３２年度まで」に改める。 

附則第１２条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「

平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第１４条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度

から平成３２年度まで」に改め、同条第２項中「平成３０年３月３１日」を「平成

３３年３月３１日」に改める。 

附則第１６条の２第３項中「第３７条の７」を「第３７条の６」に、「第３７条

の９の４又は第３７条の９の５」を「第３７条の８又は第３７条の９」に改める。 

附則第１７条の４の次に次の１条を加える。 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

第１７条の５ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第１０条第２項に規定する通

知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第２条第２項に規

定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個

人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下

この号において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をい

う。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっ

ては、住所及び氏名又は名称） 
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(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第５

条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定する集会場若

しくは公会堂のいずれに該当するかの別 

(４) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(５) 利便性等向上改修工事が完了した年月日 

(６) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

附則第１８条の前の見出し及び同条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を

「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第１９条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平

成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改める。 

附則第２０条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平

成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改める。 

附則第２２条及び第２３条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３

０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第２４条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年

度から平成３２年度まで」に改め、同条中「（平成２７年法律第２号）附則第１８

条」を「（平成３０年法律第３号）附則第２２条」に、「平成２７年度から平成２

９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第２５条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「

平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第２７条中「第１７項」の次に「、第１８項、第２０項」を加え、「若しく

は第４５項」を「、第４５項若しくは第４８項」に、「又は第３３項」を「又は第

３４項」に、「若しくは第３３項」を「若しくは第３４項」に改める。 

第２条 中津川市税条例の一部を次のように改正する。 

第７６条第３項中「０．８」を「０．６」に、「０．２」を「０．４」に改める。 

附則第９条の２第１６項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４３項

」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条第４４項」

に改め、同条第１８項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４６項」に
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改める。 

附則第２７条中「第４４項、第４５項」を「第４３項、第４４項」に、「第４８

項」を「第４７項」に改める。 

第３条 中津川市税条例の一部を次のように改正する。 

第７６条第３項中「０．６」を「０．４」に、「０．４を」を「０．６を」に改

め、同項第３号中「附則第４８条第１項第１号」を「附則第４８条第１項第２号」

に改める。 

第７７条中「５，６９２円」を「６，１２２円」に改める。 

第４条 中津川市税条例の一部を次のように改正する。 

第７６条第３項中「０．４を」を「０．２を」に、「０．６」を「０．８」に改

め、同項第３号中「所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７号）附

則第４８条第１項第２号に定める」を「たばこ税法（昭和５９年法律第７２号）第

１１条第１項に規定する」に改め、同号イ中「（昭和５９年法律第７２号）」を削

る。 

第７７条中「６，１２２円」を「６，５５２円」に改める。 

第５条 中津川市税条例の一部を次のように改正する。 

第７５条の２中「及び次条第３項第１号」を削る。 

第７６条第３項中「第１号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に０．２を乗

じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの

本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法により換

算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した」を削り、同項第１号を削り、

同項第２号を同項第１号とし、同項第３号を同項第２号とし、同条第４項中「又は

第３項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たば

この本数に換算する場合」を削り、同条第５項中「第３項第２号」を「第３項第１

号」に改め、同条第７項中「第３項第３号」を「第３項第２号」に改め、同条第８

項中「第３項第３号ア」を「第３項第２号ア」に改め、同条第９項を削り、同条第

１０項を同条第９項とする。 

（中津川市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 中津川市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年中津川市条例第２６号

）の一部を次のように改正する。 
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附則第５条第２項中「新条例」を「中津川市税条例」に改め、同項第３号中「平

成３１年３月３１日」を「平成３１年９月３０日」に改め、同条第４項中「新条例

第７４条第１項」を「中津川市税条例第７４条の２第１項」に改め、同条第１３項

中「平成３１年４月１日」を「平成３１年１０月１日」に、「１，２６２円」を「

１，６９２円」に改め、同条第１４項の表第５項の項中「平成３１年４月３０日」

を「平成３１年１０月３１日」に改め、同表第６項の項中「平成３１年９月３０日

」を「平成３２年３月３１日」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(１) 第１条中中津川市税条例第７４条を第７４条の２とし、第２章第４節中同条

の前に１条を加える改正規定、同条例第７５条の次に１条を加える改正規定並び

に同条例第７６条から第７８条まで及び第８０条の改正規定並びに第６条並び

に附則第５条から第７条までの規定 平成３０年１０月１日 

(２) 第１条中中津川市税条例第２８条の２第１項の改正規定及び次条第１項の規

定 平成３１年１月１日 

(３) 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 平成３１

年４月１日 

(４) 第２条中中津川市税条例第７６条第３項の改正規定 平成３１年１０月１日 

(５) 第１条中中津川市税条例第１６条第１項及び第３項並びに第３２条の７第１

項の改正規定並びに同条に３項を加える改正規定並びに次条第４項の規定 平成

３２年４月１日 

(６) 第３条並びに附則第８条及び第９条の規定 平成３２年１０月１日 

(７) 第１条中中津川市税条例第１７条第１項第２号の改正規定、同条第２項の改

正規定並びに同条例第２６条の３の改正規定（「前年の合計所得金額が２，５０

０万円以下である」を加える部分に限る。）及び同条例第２６条の７の改正規定

並びに同条例附則第４条の４の改正規定並びに次条第２項の規定 平成３３年１

月１日 

(８) 第４条並びに附則第１０条及び第１１条の規定 平成３３年１０月１日 
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(９) 第５条の規定 平成３４年１０月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の中津川市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平

成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の中津川市税条例の規定中個人の市民税に

関する部分は、平成３３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３

２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の中津川市税条例（次項、次条第１項及び附則第１２

条において「新条例」という。）第３３条第２項、第３項、第５項及び第６項の規

定は、平成２９年１月１日以後に同条第１項又は第４項の申告書の提出期限が到来

する法人の市民税に係る延滞金について適用する。 

４ 新条例第１６条第１項及び第３項並びに第３２条の７第１０項から第１２項まで

の規定は、前条第５号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の

市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同

日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分

の法人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２９年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された地方税法等

の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号。次条において「改正法」という。

）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条

において「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して

課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取得された旧法

附則第１５条第３２項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。 

第４条 平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までの期間（以下この条にお
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いて「適用期間」という。）に改正法第２条の規定による改正前の地方税法附則第

１５条第４３項に規定する中小事業者等（以下この条において「中小事業者等」と

いう。）が取得（同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。）をした

同項に規定する機械装置等（以下この条において「機械装置等」という。）（中小

事業者等が、同項に規定するリース取引（以下この条において「リース取引」とい

う。）に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期

間内に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用

期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。）

に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前

に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。 

（手持品課税に係る市たばこ税） 

第６条 平成３０年１０月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び第

２号に規定する売渡しを除く。附則第９条第１項及び第１１条第１項において「売

渡し等」という。）が行われた製造たばこ（中津川市税条例等の一部を改正する条

例（平成２７年中津川市条例第２６号）附則第５条第１項に規定する紙巻たばこ３

級品を除く。以下この項及び第５項において「製造たばこ」という。）を同日に販

売のため所持する卸売販売業者等（附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の

中津川市税条例（第４項及び第５項において「３０年新条例」という。）第７４条

の２第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。）又は小売販売業者があ

る場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律

第７号。附則第９条第１項及び第１１条第１項において「所得税法等改正法」とい

う。）附則第５１条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこ

を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規

定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等とし

て当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在

する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当

該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小
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売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における

市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし

、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに

、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第２４号）別記第

２号様式による申告書を平成３０年１０月３１日までに市長に提出しなければな

らない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３１年４月１日までに、その申告

に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」

という。）第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほか

、３０年新条例第１２条、第８０条第４項及び第５項、第８２条の２並びに第８３

条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる３０年新条例の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１２条 第８０条第１項若しくは

第２項、 

中津川市税条例等の一部を

改正する条例（平成３０年

中津川市条例第  号。以

下この条及び第２章第４節

において「平成３０年改正

条例」という。）附則第６

条第３項、 

第１２条第２号 第８０条第１項若しくは

第２項 

平成３０年改正条例附則第

６条第２項 

第１２条第３号 第６５条の７第１項の申

告書、第８０条第１項若し

くは第２項の申告書又は

第１２６条第１項の申告

書でその提出期限 

平成３０年改正条例附則第

６条第３項の納期限 

第８０条第４項 施行規則第３４号の２様 地方税法施行規則の一部を
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式又は第３４号の２の２

様式 

改正する省令（平成３０年

総務省令第２４号）別記第

２号様式 

第８０条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

６条第３項 

第８２条の２第１項 第８０条第１項又は第２

項 

平成３０年改正条例附則第

６条第２項 

当該各項 同項 

第８３条第２項 第８０条第１項又は第２

項 

平成３０年改正条例附則第

６条第３項 

５ ３０年新条例第８１条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により

、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第

１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸

売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行

規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの規定に規定する申

告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他

参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについ

て第１項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証す

るに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載し

た上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。 

（手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置） 

第７条 平成３０年１０月１日から平成３１年９月３０日までの間における前条第４

項の規定の適用については、同項の表第１２条第３号の項中「第６５条の７第１項

の申告書、第８０条第１項」とあるのは、「第８０条第１項」とする。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第８条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日前

に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。 

（手持品課税に係る市たばこ税） 

第９条 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のた
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め所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所

得税法等改正法附則第５１条第９項の規定により製造たばこの製造者として当該

製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売

業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区

域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に

所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。）

を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場

合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこ

の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに

、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第２５号。附則第

１１条第２項において「平成３０年改正規則」という。）別記第２号様式による申

告書を平成３２年１１月２日までに市長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３３年３月３１日までに、その申

告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなけ

ればならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほか

、第３条の規定による改正後の中津川市税条例（以下この項及び次項において「３

２年新条例」という。）第１２条、第８０条第４項及び第５項、第８２条の２並び

に第８３条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる３２年新 

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第１２条 第８０条第１項若しくは第

２項、 

中津川市税条例等の一部

を改正する条例（平成３０

年中津川市条例第  号。

以下この条及び第２章第

４節において「平成３０年

改正条例」という。）附則

-31-



第９条第３項、 

第１２条第２号 第８０条第１項若しくは第

２項 

平成３０年改正条例附則

第９条第２項 

第１２条第３号 第６５条の７第１項の申告

書、第８０条第１項若しく

は第２項の申告書又は第１

２６条第１項の申告書でそ

の提出期限 

平成３０年改正条例附則

第９条第３項の納期限 

第８０条第４項 施行規則第３４号の２様式

又は第３４号の２の２様式 

地方税法施行規則の一部

を改正する省令（平成３０

年総務省令第２５号）別記

第２号様式 

第８０条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則

第９条第３項 

第８２条の２第１項 第８０条第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則

第９条第２項 

当該各項 同項 

第８３条第２項 第８０条第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則

第９条第３項 

５ ３２年新条例第８１条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により

、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第

１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸

売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行

規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの規定に規定する申

告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他

参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについ

て第１項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証す

るに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載し

た上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。 
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（市たばこ税に関する経過措置） 

第１０条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第８号に掲げる規定の施行の日

前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。 

（手持品課税に係る市たばこ税） 

第１１条 平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売の

ため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が

所得税法等改正法附則第５１条第１１項の規定により製造たばこの製造者として

当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみ

なして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売

販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合には市

の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域

内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。

この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造

たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに

、平成３０年改正規則別記第２号様式による申告書を平成３３年１１月１日までに

市長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３４年３月３１日までに、その申

告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなけ

ればならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほか

、第４条の規定による改正後の中津川市税条例（以下この項及び次項において「３

３年新条例」という。）第１２条、第８０条第４項及び第５項、第８２条の２並び

に第８３条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる３３年新 

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第１２条 第８０条第１項若しくは

第２項、 

中津川市税条例等の一部を

改正する条例（平成３０年
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中津川市条例第  号。以

下この条及び第２章第４節

において「平成３０年改正

条例」という。）附則第１

１条第３項、 

第１２条第２号 第８０条第１項若しくは

第２項 

平成３０年改正条例附則第

１１条第２項 

第１２条第３号 第６５の７第１項の申告

書、第８０条第１項若しく

は第２項の申告書又は第

１２６条第１項の申告書

でその提出期限 

平成３０年改正条例附則第

１１条第３項の納期限 

第８０条第４項 施行規則第３４号の２様

式又は第３４号の２の２

様式 

地方税法施行規則の一部を

改正する省令（平成３０年

総務省令第２５号）別記第

２号様式 

第８０条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

１１条第３項 

第８２条の２第１項 第８０条第１項又は第２

項 

平成３０年改正条例附則第

１１条第２項 

当該各項 同項 

第８３条第２項 第８０条第１項又は第２

項 

平成３０年改正条例附則第

１１条第３項 

５ ３３年新条例第８１条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により

、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第

１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸

売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行

規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの規定に規定する申

告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他
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参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについ

て第１項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証す

るに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載し

た上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第１２条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は

、平成３０年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成２９年度分までの

都市計画税については、なお従前の例による。 
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議第６５号 

中津川市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例及

び中津川市企業立地促進条例の一部改正について 

中津川市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例及び中

津川市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 地域再生法の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例及

び中津川市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

（中津川市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一

部改正） 

第１条 中津川市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

（平成２８年中津川市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

題名中「固定資産税の」の次に「課税免除及び」を加える。 

第１条中「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等

特定業務施設整備計画」に改める。 

第２条の見出しを「（課税免除及び不均一課税）」に改め、同条第１項中「平

成３０年３月３１日」を「平成３２年３月３１日」に改め、「固定資産税の税

率」の次に「又は課税免除について」を加え、「掲げる税率」を「掲げるとお

り」に改め、同項の表を次のように改める。 

事業 年度の区分 税率等 

法第１７条の２第１項第１

号に規定する移転型事業 

第１年度分 課税免除 

第２年度分 課税免除 

第３年度分 課税免除 

法第１７条の２第１項第２

号に規定する移転型事業 

第１年度分 ０パーセント 

第２年度分 
市税条例第４１条に規定する税

率に３分の１を乗じて得た率 

第３年度分 
市税条例第４１条に規定する税

率に３分の２を乗じて得た率 

第３条の見出し中「不均一課税」を「課税免除及び不均一課税」に改める。 

（中津川市企業立地促進条例の一部改正） 

第２条 中津川市企業立地促進条例（昭和６２年中津川市条例第６号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第８号ただし書中「事業」を「場合」に改める。 
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第４条第２項中「固定資産税の」の次に「課税免除及び」を、「額は、当該」

の次に「課税免除又は」を加え、同条に次の１項を加える。 

３ 第１項第２号に規定する事業所設置奨励金の額は、他の法令により固定資産

税又は都市計画税の課税免除又は不均一課税の適用があったときは、適用後の

固定資産税又は都市計画税相当額以内の額とする。 

別表本社機能を有する事業の項中「５人」を「２人」に、「１０人」を「５

人」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第６６号 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係

る中津川市固定資産税の特例に関する条例の制定について 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る中

津川市固定資産税の特例に関する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の制定に

伴い、地域の経済発展の基盤強化を図る固定資産税の課税免除制度を創設するため、

この条例を定めようとする。 

-39-



地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係

る中津川市固定資産税の特例に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に

関する法律（平成１９年法律第４０号。以下「法」という。）に基づき、地域経

済牽引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第６条第１項の規定により固定資産税を課税免除すること

について、必要な事項を定めるものとする。 

（固定資産税の課税免除） 

第２条 市長は、法第６条に規定する同意基本計画において定められた促進区域の

区域内において、法第４条第６項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する

基本的な計画の同意の日（以下「同意日」という。）から起算して５年以内に、

法第２４条に規定する承認地域経済牽引事業を行う承認地域経済牽引事業者が、

法第１４条第２項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事

業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２５条の地方公共団体

等を定める省令（平成１９年総務省令第９４号。以下「省令」という。）第２条

に規定する対象施設（以下「対象施設」という。）を設置した者に対し、当該対

象施設の用に供する家屋若しくは構築物（当該対象施設の用に供する部分に限る

ものとし、事務所等に係るものを除く。）又はこれらの敷地である土地（同意日

以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起

算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があっ

た場合における当該土地に限る。）に対して、新たに固定資産税を課すこととな

った年度以後３年度分に限り、固定資産税の課税を免除することができる。 

（課税免除の申請等） 

第３条 前条の規定による課税の免除を受けようとする者は、規則で定める申請書

を、課税免除を受けようとする各年度の所属する年の１月３１日までに市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、当該申請の内容を審査し、承認し、

又は却下したときは、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。 
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（変更事項の届出） 

第４条 固定資産税の課税の免除を受けた者で、前条第１項の申請書の記載事項に

変更があったものは、その事実の発生した日から１０日以内にその旨を市長に届

け出なければならない。 

（課税免除措置の取消し又は停止） 

第５条 市長は、固定資産税の課税の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該

当するときは、その措置を取り消し、又は停止することができる。 

(１) 前条の規定に違反したとき。 

(２) 市税を納期限までに完納しなかったとき。 

(３) 偽りその他不正な行為により課税の免除を受け、又は受けようとしたとき。 

(４) その他市長が特に不適当と認めたとき。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第６７号 

中津川市分担金条例の一部改正について 

中津川市分担金条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 土地改良法の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市分担金条例の一部を改正する条例 

中津川市分担金条例（平成１２年中津川市条例第１５号）の一部を次のように改

正する。 

題名中「中津川市分担金」の次に「等徴収」を加える。 

第１条中「第９１条の２第１項」の次に「、同条第６項」を加え、「法第３６条

の２第１項」を「法第３６条の３第１項」に改める。 

第２条第２項中「土地改良事業に」を「土地改良事業（法第８７条の３第１項の

規定に基づき県が行う土地改良事業（以下「機構関連事業」という。）を除く。以

下同じ。）に」に改める。 

第３条の見出し中「分担金」の次に「等」を加え、同条第１項中「分担金」の次

に「及び特別徴収金（以下「分担金等」という。）」を加え、同条に次の１項を加

える。 

３ 市長が指定する機構関連事業においては、当該機構関連事業の施行に係る地域

内にある土地につき、法第９１条の２第６項各号のいずれかに掲げる者が、法第

８７条の３第７項において準用する法第８７条第５項の規定による当該機構関連

事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき

法第１１３条の３第３項の規定による公告があった日（その公告において工事完

了の日が示されたときは、その示された日）の属する年度の翌年度から起算して

８年を経過する日までの間に、法第９１条の２第６項各号に掲げる者の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当したときは、その者から特別徴収金を

徴収するものとし、その額は、第１項の規定にかかわらず当該機構関連事業に要

する費用の額のうち、法第９１条第６項の規定により市が負担する額に、特別徴

収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面

積に対する割合を乗じて得た額とする。 

第４条（見出しを含む。）中「分担金」の次に「等」を加える。 

第６条を第７条とする。 

第５条（見出しを含む。）中「分担金」の次に「等」を加え、同条を第６条とし、

第４条の次に次の１条を加える。 

（延滞金の徴収） 

-43-



第５条 市長は、第３条の規定による分担金等を納期限までに納付しない者がある

ときは、延滞金を徴収するものとし、その割合及び手続は、中津川市税以外の諸

納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例（昭和３１年中津川市

条例第１０号）の例によるものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条の改正規定（「法第３６条

の２第１項」を「法第３６条の３第１項」に改める部分に限る。）は平成３１年４

月１日から施行する。 
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議第６８号 

中津川市消防団条例の一部改正について 

中津川市消防団条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 機能別団員の定員を変更するため、この条例を定めようとする。 
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中津川市消防団条例の一部を改正する条例 

中津川市消防団条例（昭和２８年中津川市条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項中「２２０人」を「２５０人」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 
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議第６９号 

中津川市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、次の者を中津

川市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市付知町 曽我 能昌 
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議第７０号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市落合 上田 さよ 
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議第７１号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市坂下 早川 菅子 
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議第７２号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市川上 林 和子 
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議第７３号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市加子母 梅田 時江 
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議第７４号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市付知町 安彦 美智子 
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議第７５号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市付知町 早川 久雄 
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議第７６号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市蛭川 渡邊 和子 
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議第７７号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市蛭川 国枝 泰穣 
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議第７８号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市山口 宮下 修治 
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議第７９号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市馬籠 佐々木 保 
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議第８０号 

財産の取得について 

中津川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

中津川市条例第３号）第３条の規定により、次のとおり財産を取得したいので、議会の議

決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

１ 財産の種別及び数量  消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型） １台 

２ 取得金額       ２０，０８８，０００円 

３ 取得の相手方     岐阜市金園町３丁目２５番地 

株式会社ウスイ消防 

代表取締役 臼井 潔 
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議第８１号 

財産の取得について 

中津川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

中津川市条例第３号）第３条の規定により、次のとおり財産を取得したいので、議会の議

決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

１ 財産の種別及び数量  高規格救急自動車 １台 

２ 取得金額       ３１，８６０，０００円 

３ 取得の相手方     岐阜市東興町１番地 

岐阜日産自動車株式会社 

             法人営業室 室長 三輪 柳次 
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議第８２号 

損害賠償の額の決定について 

総合病院中津川市民病院における医療過誤に係る次の損害賠償の額の決定について、議

会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

 １ 損 害 賠 償 の 額   １５，５００，０００円 

 ２ 損害賠償の相手方   当時 岐阜県在住の女性のご家族 
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議第８３号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市付知グラウンド 

中津川市付知町３９２７番地 

付知Ｂ＆Ｇ海洋センター 

中津川市付知町５６９２番地 

指定管理者 
中津川市付知町５６９２番地 

特定非営利活動法人 つけちスポーツクラブ

指定期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第８４号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市清和寮 

中津川市中津川３３６７番地の１ 

指定管理者 
中津川市瀬戸１３８７番地の８ 

社会福祉法人 五常会

指定期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第８５号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市デイサービスセンターゆうわ苑 

中津川市中津川３３６７番地の１ 

指定管理者 
中津川市瀬戸１３８７番地の８ 

社会福祉法人 五常会

指定期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第８６号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市デイサービスセンターひだまり苑 

中津川市千旦林１１９７番地の１０ 

指定管理者 
中津川市茄子川１６８３番地の１２４７ 

医療法人 みらい

指定期間 平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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議第８７号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市デイサービスセンターゆうらく苑 

中津川市落合９９６番地の１ 

指定管理者 
長野県飯田市鼎一色５５１番地 

社会福祉法人 萱垣会

指定期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第８８号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市グループホームまごころ 

中津川市神坂３８３５番地の２０４ 

指定管理者 
長野県飯田市鼎一色５５１番地 

社会福祉法人 萱垣会

指定期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第８９号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市坂下福祉センター 

中津川市坂下１５２３番地１ 

中津川市坂下デイサービスセンター 

中津川市坂下１５２３番地１ 

指定管理者 
中津川市かやの木町２番５号 

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

指定期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９０号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市加子母第二デイサービスセンター 

中津川市加子母３４２７番地１ 

指定管理者 
中津川市かやの木町２番５号 

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

指定期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９１号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市付知福祉センター 

中津川市付知町５８８１番地３２ 

指定管理者 
中津川市かやの木町２番５号 

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

指定期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９２号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市蛭川福祉センター 

中津川市蛭川４８６２番地１ 

中津川市蛭川デイサービスセンター 

中津川市蛭川４８６２番地１ 

中津川市蛭川ショートステイ事業所 

中津川市蛭川４８６２番地１ 

指定管理者 
中津川市かやの木町２番５号 

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

指定期間 平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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議第９３号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市付知峡倉屋温泉施設 

中津川市付知町１９２９番地１ 

中津川市付知峡倉屋温泉スタンド 

中津川市付知町１９９７番地１ 

指定管理者 
中津川市付知町８５８１番地１ 

一般財団法人 付知町振興公社

指定期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９４号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

裏木曽花街道センター 

中津川市付知町８５８１番地１ 

花街道付知楽市楽座 

中津川市付知町１０２１８番地１ 

指定管理者 
中津川市付知町８５８１番地１ 

一般財団法人 付知町振興公社

指定期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９５号 

北部辺地に係る総合整備計画の変更について 

北部辺地に係る総合整備計画を別添のとおり変更したいので、辺地に係る公共的施設の

総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第

８項において準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

平成３０年８月３０日提出 

中津川市長 青 山 節 児 
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